
提出書類の見本

▼ 給料制で源泉徴収の方は、下図のような通知書

▼ 申告納税の方は、下図のような通知書（京都市の場合）

▼ 非課税または紛失された方は、下図のような証明書

※太枠で囲んだところの金額が保険料算定の基礎となります。

1枚目

3枚目

2枚目枚目

今年度から様式の
変更により3枚とも
ご提出ください！

今年度から様式の
変更により3枚とも
ご提出ください！


